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１ 基本方針策定の背景と目的 

札幌市では、少子化の影響により、児童生徒数の減少とともに１校あたりの学級

数が減少して、学校の小規模化が進んでいます。小規模化が進むとクラス替えがで

きない、望ましい教育効果が得られないといった問題が生じることがあります。 

学校教育は集団で行うことを基本としており、学校は様々な考え方や体験を持つ

子どもたちが集団を通して切磋琢磨し学び合う場であることから、教育環境の面に

おいて一定の学校規模の確保が大変重要となっています。 

このことから札幌市教育委員会では、子どもたちに良好な教育環境を提供するた

めには、どの程度の学校規模で教育が行われるのが望ましいのか、また、それを実

現するためにはどのような手法が必要なのかなどを検討するため、平成 11 年に有

識者、保護者代表、学校関係者などからなる「札幌市学校適正規模検討懇談会」を

設置し、市内小中学校の適正規模と適正配置について諮問しました。その後、平成

12年５月に懇談会から適正な学校規模などについての意見提言を受け、小規模の学

校が隣接し、老朽化が著しい校舎を含む都心部の創成小学校、豊水小学校、大通小

学校及び曙小学校の４校を統合して、平成 16 年４月に資生館小学校として開校し

たところです。 

しかしながら、この間においても少子化は進み、札幌市では、少子化の進行や地

域住民の年齢構成の変化によって児童生徒数の減少が続き、市内全域で学校の空洞

化が際立っています。かつては大規模校であった学校が小規模校となったり、地域

によっては小規模校が集中している状況もあり、児童生徒数の減少とともに学校の

小規模化が進行していることが大きな課題となっています。 

この傾向は今後ますます顕著となっていくものと考えられることから、平成 16

年 12 月に改めて「札幌市学校適正配置検討懇談会」を設置し、子どもたちにとっ

ての良好な教育環境の確保という観点に立って札幌市の小中学校における学校適

正配置のあり方について諮問しました。同懇談会では約１年間にわたって審議をし

ていただき、平成17年11月に学校適正配置のあり方について意見提言がなされた

ところです。 

札幌市教育委員会では、この懇談会からの意見提言を十分に尊重したうえ、現在

の札幌市が抱える学校の小規模化による課題に対応すべく、地域における小規模校

の学校規模適正化に向けて、ここに「札幌市立小中学校の学校規模の適正化に関す

る基本方針」を定めました。 

この基本方針に基づいて、子どもたちにとっての良好な教育環境の確保に努めて

まいります。 
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基本方針策定の背景 

 

 

札幌市立小中学校の学校規模の 
適正化に関する基本方針 

(素 案) 

教育委員会 

諮問 

意見提言 

札幌市学校適正規模 

検討懇談会 

（有識者･市民代表･学校関係者

14名） 

札幌市学校適正配置 

検討懇談会 

（有識者･公募市民･学校関係者

15名） 

平成16～17年 

平成11～12年 

諮問 

意見提言 

市民意見 

公表・意見募集 

パブリックコメント 

事業実施 

効果検証 

豊 水 大 通 

曙 創 成 

資生館小学校開校 

各校長会

内部検討会議

教育委員

札幌市立小中学校の学校規模の 

適正化に関する基本方針 

都心部４小学校統合事業 

実施事業 市民議論 

基本方針 

地域選定プラン 

札幌市立小中学校の学校規模の 

適正化に関する地域選定プラン 
小規模校検討委員会 学校規模適正

化の検討開始 
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２ 基本方針の構成 

（１）基本方針について 

「札幌市立小中学校の学校規模の適正化に関する基本方針」（以下「基本方針」

といいます。）は、札幌市の小中学校の現状、学校規模適正化の必要性、小中学

校の適正な学校規模、学校規模を適正化するうえでの基本的な考え方と留意点

をまとめたものです。 

この基本方針は、今後の札幌市において、小規模化が進む小学校と中学校の

学校規模の適正化を図り教育環境を整備する取組の基本となります。特に期間

を定めませんが、今後の社会情勢や教育制度の変化等に合わせて必要に応じ見

直しを行っていくこととします。 

なお、この基本方針では、学級編制基準は現行の40人学級（ただし小学校１

～２年と中学校１年は少人数学級編制）とし、通学区域制度の維持を前提とし

ています。 

 

（２）学校規模適正化に関する地域選定プランについて 

基本方針に基づき、学校規模適正化の検討を進めていく具体的な地域を定め

るため、別途「札幌市立小中学校の学校規模の適正化に関する地域選定プラン」

（以下「地域選定プラン」といいます。）を策定します。 

この地域選定プランは、将来の児童生徒数の推移による学校規模や教育環境

を確認しながら、小規模校解消に向けた取組の進ちょく状況を考慮しつつ、概

ね５年ごとに策定していくこととします。 
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３ 札幌市の小中学校の現状について 
   （児童生徒数及び学級数は各年度５月１日現在のもので分校と特別支援学級を除く。） 

（１）児童生徒数の推移 

札幌市では、人口の増加に伴い児童生徒数、学校数が急増し、小学校の児童

数は昭和 58 年度に、中学校の生徒数は昭和 62 年度に、それぞれピークを迎え

ました。その後、少子化の進行によって札幌市の児童生徒数は減少の一途をた

どり、小学校の児童数は昭和58年度には約14万人であったのが、平成19年度

には約９万３千人とピーク時より約４万７千人少なくなっています。 

また、中学校の生徒数は昭和62年度には約７万２千人であったのが、平成19

年度には約４万７千人とピーク時より約２万５千人少なくなっています。 

札幌市の平成 17 年の合計特殊出生率は、初めて「1.0」を下回り「0.98」に

なり、政令指定都市では全国最低となっています。この数値は一般的に人口規

模の維持に必要とされる合計特殊出生率(2.08 程度)の半分にも満たないことか

らも、札幌市の少子化の傾向は今後しばらく続いていくものと考えられます。 

※Ｐ16、17  資料１、２参照 

注）合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の

女性が一生の間に生む子どもの数に相当するもの 

（２）学校数の推移 

児童数がピークであった昭和58年度では、市内の小学校数は171校あり、生

徒数がピークであった昭和 62 年度の中学校数は 82 校ありましたが、児童生徒

数が減少に転じた後も、郊外の宅地開発地域などにおいては、児童生徒数の増

加に対応するため、計画的に学校を新設してきており、平成19年度の学校数は、

小学校207校、中学校98校の計305校となっています。 

※Ｐ18  資料３参照 

（３）学校の小規模化の状況 

12 学級未満の小学校は、児童数がピークの昭和 58 年度には 15 校でしたが、

平成19年度では39校に増加しています。また、12学級未満の中学校は、生徒

数がピークの昭和62年度には６校でしたが、平成19年度では26校に増加して

います。 

一方、25学級以上の小学校は、昭和58年度に59校ありましたが、平成19年

度では４校に減少しています。また、25学級以上の中学校は、昭和62年度には

23校ありましたが、平成19年度では１校もありません。 

これは計画的に学校を新設してきた郊外の宅地開発地域の人口構成が変化し

てきたことや、少子化が進行していることによるもので、市内では学校数は増

えてきたものの、全体的に学校が小規模化してきています。 

※Ｐ19、20  資料４、５参照 
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４ 学校規模適正化の必要性について 

（１）学校の小規模化の課題 

学校が小規模化することには、家庭的な雰囲気の中で、教員の目を子どもた

ち一人ひとりに行き届かせながら教育活動が行われるというメリットが考えら

れる一方で、以下のような課題も指摘されていることから、学校については、

一定規模以上の学級数の確保が望ましいと考えます。 

 

① 教育面 

子どもたちは、集団の中で、学習することはもちろん、多くの友人の性格・

行動、考え方や価値観と接するなど、多様な人間関係の中で切磋琢磨しながら

社会性や協調性、連帯感を培い、成長・発達していきます。そういう意味で、

集団は単に個人の集まりではなく、子どもたちが互いに影響し合いながら人格

を形成していく場だということができます。こうした「集団の持つ教育力」に

よって、子どもたちは互いに学び合うとともに、社会のルールやマナーも学び

取りながら、それぞれに成長していきます。 

しかし、学校の小規模化が進むと、効果的なクラス替えができないため生活

面において人間関係が固定化し、友人が増えないなど自己形成に必要な集団活

動が十分にできないことや、友人関係にトラブルが起きると後々まで影響が残

るなどの課題が指摘されています。特に1学年1学級の場合、子どもたちは入

学した時から卒業するまで同一学級で過ごすことになるため、学級での子ども

たちの役割が固定しがちで、学習活動など、学校生活に活気が生まれにくい場

合があります。 

また、学習面における子どもの能力は、集団の中で一層の高まりを見せます。

子どもたちは、友人の様々な考え方に触れ、自分の考えと比べるなどしながら、

自分の考えを見つめ直し、考えを深めたり高めていきます。このような個と集

団の学び合いが十分に行われるためには、一定規模の学級数が必要となります。 

さらに、運動会や学芸発表会などの学校行事においては、少人数の場合、種

目や演目に限界があり、行事としてのダイナミックさに欠けたりする、一人ひ

とりの役割負担が大きくなるといったことなどが懸念されます。また、中学校

では、学校規模が小さくなることによって、子どもたちの興味・関心に対応で

きる多様な部活動が成立しないなどの課題もあります。 

子どもたちがたくましく育ち、社会性や協調性を養うとともに、向上心、創

造性を培い、多面的思考や公正な判断力、生きる力などを身につけていくため

には、一定規模以上の学級数を確保することが望ましいと考えます。 
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② 学校運営面 

学校の小規模化が進むと、教員やＰＴＡの活動にも課題が生じてきます。学

校運営に係る教員の校務分掌（役割分担）の内容や量は、学校の規模によって

それほど変わるものではないため、教員数が少ないとそれだけ教員の負担が増

えることになります。また、小学校においては、教員同士が指導の面で相談を

行うことや教科研究を行うことが十分にできない、中学校では教科担任を専任

で配置できない教科が発生するなど、学校運営や教育活動での課題が生じます。

教員数は学校規模に応じて配置されることから、一定以上の教員数が確保でき

る規模の学校が望ましいと考えます。 

また、ＰＴＡ活動の面でも、学校の小規模化が進むと、保護者の数が少ない

ため、行事の運営や組織の活動面における保護者の負担が大きくなるなどの課

題が指摘されています。 

 

（２）資生館小学校における統合の効果 

札幌市では、小規模校が隣接し、老朽化が著しい校舎を含む都心部の創成小

学校、豊水小学校、大通小学校及び曙小学校の４校の統合を実施し、平成16年

４月に資生館小学校が開校しました。教員からは統合前後の校務負担の増加や

校区拡大の影響があるという意見があったほか、ＰＴＡや地域との関わりなど

についても今後とも検証し、統合効果をより一層高めていくための方策を検討

していく必要がありますが、子どもたちへのアンケート調査結果からは、友だ

ちが増えたことにより遊びに変化が出てきたことや、学校生活でも活気が出て

きたことが統合の効果として挙げられています。 

また、効果的なクラス替えが可能となったことや、学校行事なども一定規模

が確保されたことによって迫力が出た、楽しくなったなど、子どもたちの集団

での教育にとっては、より望ましいものになっています。 

 

アンケート調査結果概要 

人数が増えてよかった。（57％） 

教室がにぎやかになってよかった。（65％） 

遊び相手が増えた。（75％） 

遊びの種類が増えた。（55％） 

行事に迫力が出た。（61％）  

行事が楽しくなった。（57％） 

クラブが増えてよかった。（67％） 

児童委員会活動が活発になった。（63％） 

 

実施時期：平成17年３月 

対  象：資生館小学校２年生～６年生

（各学年１学級抽出、回答児童135人）

※ アンケートの詳細

については、資料編

27、28ページ参照 
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（３）学校規模適正化の必要性について 

子どもたちにとっては、学校での集団生活を通じて、様々な個性と出会い、

交流することによって、それぞれの個性や社会性を身につけることが可能な学

校規模での教育が効果的です。 

よって、子どもたちに良好な教育環境を整備するには、望ましい学校規模が

確保されるように、学校規模の適正化を進めていくことが必要であると考えま

す。 
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５ 小中学校における適正な学校規模について 

学校における子どもたちの教育効果は、一定規模の集団の中で学び、生活してい

くことによって、より高められるものと考えられます。 

小規模校、大規模校それぞれによさと課題があり、一方からの視点のみで結論付

けることはできませんが、子どもたちが一体感のある充実した集団活動を展開し、

豊かな学校生活を送るために、様々な観点からより望ましい学校規模を検討してい

くことが必要です。 

まず、学習指導の面から考えてみると、例えば、同じ少人数による指導であって

も、複式学級が編制されるような過小規模校において人数の少ない学級を一人の担

任が指導する場合と、学年に複数の学級があり、学級を超えて新たに小さな学習集

団を編制して行う少人数指導とでは、目的や内容、方法等の面で異なるものといえ

ます。後者のように、教員の創意と工夫により、オープンスペースや多目的に使う

ことのできる教室などを有効に活用しながら、個々の子どもたちの理解や習熟の程

度に応じたティ－ム・ティ－チング（Ｔ・Ｔ）や少人数指導を行う場合には、一定

の教員数が確保された適正規模校の方が、より取り組みやすいといえます。また、

教員と子どもの関係からみると、各学年に複数の学級があり、様々な個性を持つ多

くの教員とふれあうことができるという環境は、子どもたちが持ち味やよさをより

発揮し、潜在的な能力を伸ばしていくことにつながると考えられます。 
次に、生徒指導の面から考えると、一人の子どもを指導するにあたっては、特定

の教員の目だけではなく、複数の教員の目で多様に子どもをとらえることが重要で

あり、そのことによって、子どもへの指導のバリエーションが増え、個に応じた指

導が一層可能になると考えられます。そのような生徒指導を行うためにも、一定の

教員数が確保される学校規模が望ましいといえます。 
 

（１）小学校の適正規模 

子どもたちがそれぞれの個性を磨くとともに、社会性を身につけていくために

は、学校生活の中で多様な個性と出会うことが大切であり、子どもの自己形成に

必要な集団活動を十分に行うことができる学校規模にあることが望まれます。 

小学校では通常６年間で複数回のクラス替えを経験するのが一般的です。多様

な個性と出会うことができるよう効果的なクラス替えを行うためには、１学年で

３～４学級程度の学校規模が望まれます。 

また、指導体制に関しては、小規模校の場合、教員数が少ないことから、登下

校時や緊急時の安全指導、安全確保の体制づくりに際して支障が生じる可能性が

あること、子どもたちの主体性を育てるクラブ活動、委員会活動の数や活動内容

に制約が生じたり、宿泊学習や体験学習などが本来行うべき学年で実施できない

場合もあります。 
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一方で、大規模校では、体育館など学校施設面の制約によりカリキュラムの

設定や学校行事の運営に関しても難しくなることが懸念されます。 

したがって、より充実した教育活動を行っていくためには、同学年の教員が

連携して指導方法の面で協力したり、指導方法のアイディアを出し合うなど、

切磋琢磨してよい刺激を与え合うことができ、カリキュラムの設定や、学校行

事に大きな課題が生じないと考えられる１学年３～４学級程度の規模が望まれ

ます。 
 

以上のことから、18学級から24学級（１学年３～４学級）が小学校の適正な

規模であり、少なくとも各学年において複数学級を確保できる12学級（１学年

２学級）以上の規模が必要と考えます。

 

（２）中学校の適正規模 

指導体制に関して、小規模校では、教員が子どもたちに密接な指導を行うこ

とができるといったよさがありますが、一方で、教員数が少ないことから一人

の教員が複数の教科を担当することになる場合があります。また、９教科のう

ち指導時数の多い国語、社会、数学、理科、英語（以下「５教科」といいます。）

について、一人の教員が複数の学年を受け持つ場合もあり、指導する教員にと

って教務の増加となることが懸念され、子どもたちに対する指導が行き届かな

くなることもあります。 

反面、大規模校においては、教科によって一つの学年を二人以上の教員が受

け持つこととなり、学年を通した情報交換や授業の進度の調整など、指導内容

についての教員間の連携や協力が欠かせず、規模が大きいことにより、科目ご

との特別教室などの施設利用や学校行事の運営などにおいて、より一層細かな

対応が求められます。 

また、中学校における部活動は、子どもたちの人格形成や生徒指導に大きな

影響を及ぼすと考えられるので、充実した学校生活を送ることができるように、

子どもたちの興味・関心に応じた選択肢を用意することのできる体制が望まし

く、多様な部活動を成り立たせるためにも、十分な生徒数とともに、指導する

教員の配置が可能となる学校規模が望ましいといえます。 

したがって、中学校では学年単位で活動することが多いため、子どもたちの

教育効果や教員との関係、部活動の運営などを考慮すると、学年の運営・指導

上、５教科の教員がそれぞれ１つの学年を受け持つことができる教員数の配置

が可能である規模が望まれます。 
 

以上のことから、12学級から18学級（１学年４～６学級）が中学校の適正な

規模であり、少なくとも各学年において複数学級を確保できる６学級（１学年

２学級）以上の規模が必要と考えます。 
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６ 学校規模適正化の基本的な考え方 

学校の小規模化が進む中で、子どもたちに良好な教育環境を提供していくために、

前記４～５の考え方を踏まえ、小学校では 12 学級未満、中学校では６学級未満の

小規模校を解消し、できるかぎり適正な学校規模を目指し、少なくともクラス替え

が可能となるように小学校では 12 学級以上、中学校では６学級以上を確保してい

くことを基本として、以下のとおり学校規模の適正化を進めていきます。 

なお、小規模特認校については、恵まれた自然環境の中で心身の健康増進を図り、

体力づくりを目指すとともに、少人数での特色ある教育を実践するため、例外的に

通学区域の弾力的運用を行っているものであることから、この基本方針における学

校規模適正化の検討対象から除外することとします。 

 

（１）学校規模適正化の検討が必要な学校 

前記４～５に掲げた学校の適正規模の考え方に基づき、将来的にクラス替え

ができない学年が生じる以下の小学校・中学校を学校規模適正化の検討が必要

な学校とします。 

 

① 12学級未満となることが見込まれる小学校 

② ６学級未満となることが見込まれる中学校 

 

※ 将来的な学級数の推計は概ね5年ごとに策定する地域選定プランで行います。 

 

（２）学校規模適正化の手法 

望ましい学校規模を確保するための具体的手法として、以下の二つにより、

状況に応じて学校規模の適正化を進めていきます。 

 

① 学校の統合 

  隣接する複数の学校を統合し、一定規模を確保する方法 

 

② 通学区域の変更 

  隣接する複数の学校の通学区域の線引きを見直し、一定規模を確保する方法 

 

（３）通学区域の考え方 

学校教育法施行令第５条第２項には、「市町村の教育委員会は当該市町村の設

置する小学校又は中学校が２校以上ある場合においては、入学期日の通知にお

いて当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならな

い」との規定があり、これを受けて札幌市教育委員会では、適正な学校規模の

確保を前提としながら、通学距離、鉄道、幹線道路、河川などの地理的条件、
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町内会や地域社会がつくられてきた歴史的経緯などの条件を総合的に判断して、
各学校に対応した地域区分を行い、児童生徒の住所に応じて就学すべき学校を
定めています。この各学校に通学すべき地域を、一般的に「通学区域」と呼ん
でいます。 
なお、通学距離について札幌市では、徒歩通学の目安として、小学校では概
ね２km、中学校では概ね３km としています。統合を検討する際には、小学校に
おいては12学級以上、中学校においては６学級以上の学校規模確保を前提とし
たうえで、できるだけ徒歩で通える範囲を基本としますが、隣接する学校が徒
歩圏内にない場合は、路線バス等の活用も検討することとします。 
 

（４）検討対象校の選定 
① 対象となる学校 
これまで述べたとおり教育委員会では、適正な学校規模の中で行われる教育の
必要性を認識しており、子どもたちの教育環境を考えると小規模校をこのまま放
置しておくことは好ましいことではなく、早急な対処が必要です。 
特に、現在６学級未満で、将来的にも児童数の増加が見込まれない小学校は、
複式学級となることから生じる教育指導上の課題にできるかぎり早期に対応す
る必要があります。 
一方、中学校では、教科担任制や選択教科、部活動など小学校とは異なる特
色があり、魅力のある教育活動を展開していくには、運営・指導上少なくとも
６学級以上の規模が必要であると考えられますので、現在６学級未満の中学校
は早期の対応が望まれます。 
また、学校の小規模化を解消する手法には、上記（２）のとおり、学校の統
合と通学区域の変更がありますが、今後もますます増加していくことが予想さ
れる小規模校が複数隣接するような場合には、複数の学校の統合によって効果
的に小規模校の解消を図ることが可能となります。 
以上のことから、教育環境面での優先度などを踏まえたうえで、計画的に学
校規模の適正化を進めるため、以下の状態となる小学校と中学校から、順次検
討対象校としていきます。 
 
【小学校】 
ア 現在６学級未満の小学校 
イ 12学級未満となる見込みの小学校で、地理的にその校区が隣接する場合 

【中学校】 
ア 現在６学級未満の中学校 
イ ６学級未満となる見込みの中学校で、地理的にその校区が隣接する場合 
 
※ ここでいう現在とは、地域選定プランの策定時点を指します。 



② 通学手段の考慮 

 上記①の対象校の中で、現在６学級未満の小学校と中学校の条件に合致する学

校は、特に教育環境の改善が必要なことから、隣接校への徒歩通学が可能と見込

まれるものは学校規模適正化に向けた具体的な方策を早急に検討する必要があ

ります。また、徒歩以外の通学手段も必要と見込まれるものは、路線バス等の通

学手段も視野に入れたうえで早期に検討を行っていく必要があります。 

次に、12学級未満となる見込みの小学校と６学級未満となる見込みの中学校で、

地理的に小規模校同士の校区が隣接する場合は、隣接校への徒歩通学が可能と見

込まれるものから順次学校規模適正化に向けた具体的な取組を検討していくこ

ととします。また、隣接校までの距離が長く、徒歩以外の通学手段も必要と見込

まれるものについては、路線バス等の通学手段も視野に入れたうえで、引き続き

検討を行っていくこととします。 

 

③ 地域選定プランでの検討地域の設定 

学校規模適正化の検討にあたっては、概ね５年毎に定める地域選定プランの

中で、学校規模の適正化の検討を行う地域（以下「小規模校検討地域」といい

ます。）を設定します。 

 

（５）児童・生徒、保護者、地域との連携・協力 

各学校がそれぞれ歴史を持ち、地域社会と密接な関係を持ってきたことなど

を踏まえると、児童・生徒やその保護者はもちろんのこと、子どもや地域の方々

の様々な意見を聴き、理解を得ながら学校規模の適正化を進めていくことが必

要です。 

このため、小規模校検討地域ごとに保護者や地域の方々、学校関係者などか

ら構成される「小規模校検討委員会」を設置し、通学の安全や、学校と地域と

の連携など、学校規模の適正化を進めるための諸課題について、学校・地域・

行政が連携しながら具体的な方策を検討していきます。

 

（６）地理的条件等への配慮 

小規模校検討地域の設定に際しては、連合町内会などの地域との一体性や主

要幹線道路・河川・鉄道などの地理的条件、通学の利便性や安全性などを十分

考慮したうえで行います。 

また、隣接校との統合等を行うことにより、通学において子どもたちに過度

の負担がかかり日常生活に影響が生じるなど、学校規模を適正化することが子

どもたちの生活環境にとって好ましくないと考えられる場合には、教育環境の

改善を図る別の方法を調査・研究していきます。 
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（７）子どもたちの意見の反映 

学校規模適正化の検討にあたっては、子どもたちの意見も聴く機会を設ける

など、子どもたちの視点や意見を考慮して進めていきます。 

 

（８）既存の学校施設の有効活用 

統合の際には、既存の学校施設を可能な限り有効活用するなど、全市的に行

っている公共施設長寿命化の取組を考慮することとします。 
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７ 学校規模を適正化する際の留意点 

（１）児童生徒数の動向把握 

大規模なマンション建設や宅地開発などによる住宅環境の変化は、児童生徒

数の増加によって、学校の配置にも影響を与える可能性があります。今後も都

市の開発動向を的確に捉え、児童生徒数の動向を慎重に推計しながら、学校規

模の適正化を進めていきます。 

 

（２）通学の安全について 

学校規模適正化の実施によって、子どもたちにとっては、以前より通学距離が

長くなる場合がありますが、昨今は不審者の情報や児童生徒を狙った犯罪が多

発していることから、子どもたちの生活圏と地域とのつながりに十分留意する

とともに、交通量や通学ルート、通学距離の実態を把握し、特に通学の安全に

ついては十分に配慮します。 

 

（３）小規模校検討地域での交流 

小規模校検討地域では、学校行事などを通じて対象校同士の交流の機会を設

けることにより、子どもたちの新たな交友関係が円滑に広がっていくようにす

るとともに、保護者や教員、地域の方々も含め地域での交流が活性化するよう

努めていきます。 

 

（４）情報の発信 

学校規模の適正化に関する情報は、随時、教育委員会のホームページなどを

通じて、広く市民に提供していきます。 

また、小規模校検討地域では、保護者や地域の関係者から構成される「小規

模校検討委員会」での協議内容を、教育委員会ホームページだけでなく、保護

者への配布物や町内会の回覧板などで周知することにより、保護者や地域の

方々の理解と協力を得ながら進めていきます。 

 

（５）きめ細かな教育の充実 

学校規模適正化の実施によって適正な学校規模になった場合、教員が小規模

校での経験を生かした取組を展開していくことが期待できます。さらに、ティ

－ム・ティ－チング（Ｔ・Ｔ）や少人数指導などをより一層充実していくよう

に努めます。 
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８ 基本方針の見直しについて 

この基本方針については、今後における学級編制基準の改訂などの教育制度の変

化や市民ニーズの変化などの社会情勢を踏まえ、必要に応じ見直しを行うものとし

ます。 
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資料８ 

小学校配置図（平成19年度） 
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資料９ 

中学校配置図（平成19年度） 
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参考資料 

アンケート個別回答 

資生館小学校のアンケート調査結果（札幌市学校適正配置検討懇談会において実施） 
実施時期：平成17年３月 
対  象：資生館小学校２年生～６年生（各学年１クラス抽出、回答児童数135人） 
 

質問１ 新しい学校（名前も含めて）に慣れましたか。 

 

慣れた
74.1%

少し慣れ
た

23.0%

まだ慣れ

ていない
3.0%

ほとんどの児童は約１年で新しい学校に 
慣れている。 

 
 
 
 
 

質問２ 大きな学校になって人数が増えましたが、そのことについてどう思いますか。 

 その他

5.2%今までと

変わらな
い

14.1%

人数が少

ない方が
よかった

23.0%

人数が増

えてよ
かった

57.8%

半数以上の児童が「人数が増えてよかっ 
た」と感じている。 

 
 
 
 
 

質問３（複数回答） 教室の様子は小さい学校のときと比べて変化がありましたか。 

 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

教室がにぎやかになってよかった

授業中さわがしくなった

意見がまとまりにくくなった

今までとかわらない

その他

％
ほとんどの児童が「教 
室がにぎやかになってよ 
かった」と感じている。 

 
 
 
 

 質問４（複数回答） 昼休みなど、休み時間の過ごし方で変化がありましたか。 

 
ほとんどの児童が「遊 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

遊び相手が増えた

遊びの種類が増えた

意見がまとまりにくくなった

今までと変わらない

その他

％

び相手が増えた」、「遊び 
の種類が増えた」と感じ 
ている。 
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参考資料 

質問５(複数回答) 運動会や学芸発表会などの行事に変化がありましたか。 

 
ほとんどの児童が「人 
数が増えて行事に迫力が 
出た」、「いろいろな行事 
が楽しくなった」と感じ 
ている。 

 
 
 

質問６ 学校が大きくなって先生の人数が増えましたが、そのことについてどう思 
いますか。 

 
「たくさんの先生と話ができてよかった」 
が約４割、「今までと変わらない」が約３ 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

人数が増えて行事に迫力が出た

いろいろな行事が楽しくなった

人数が増えて行事が楽しくなった

今までと変わらない

その他

％

たくさん

の先生と

話ができ

てよかっ

た

43.0%

今までと

変わらな

い

31.9%

その他

4.4%

少ない先

生の数の

方がよ
かった

20.7%

割となった。 
 
 
 
 
 

質問７ クラブの数が増えましたが、そのことについてどう思いますか。 
（５、６年生） 

 

クラブの

数が増え
てよかっ
た

67.4%

増えない

方がよ

かった

8.7%

今までと
変わらな

い

23.9%

その他
0.0%

ほとんどの児童が「クラブの数が増えて 
よかった」と感じている。 

 
 
 
 
 
 

 質問８ 児童委員会活動の数や種類が増えましたが、そのことについてどう思いま 
     すか。（５、６年生） 

 

活発に

なってよ

かった

63.0%

今までの

方がよ

かった

15.2%

今までと

変わらな

い

21.7%

その他

0.0%
ほとんどの児童が「活発になってよかっ 
た」と感じている。 
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